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都市計画区域の整備、開発及び保全の方針について

１

3

都市計画区域の整備、開発及び保全の方針の策定状況



都市計画区域の整備、開発及び保全の方針について

新・宮城の将来ビジョン 宮城県土地利用基本計画

都市計画区域の整備、開発及び保全の方針

（都市計画区域マスタープラン）（都市計画法第６条の２）

市町村の都市計画に関する基本的な方針

（市町村都市計画マスタープラン）（都市計画法第１８条の２）

立地適正化計画

（都市再生特別措置法第８１条）

個々の都市計画

市町村の建設に関する基本構想（都市計画法第１８条の２）

都市計画区域の整備、開発及び保全の方針の位置付け２
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都市計画区域の整備、開発及び保全の方針について

１ 都市計画の目標

・都市づくりの基本理念

・人口の現況及び将来の見通し

・産業規模の現況及び将来の見通し

２ 区域区分の決定の有無及び区域区分を定める際の方針

・区域区分の要否の判断

・区域区分を定める場合の方針

３ 主要な都市計画の決定の方針

・土地利用に関する主要な都市計画の決定の方針

・都市施設の整備に関する主要な都市計画の決定の方針

・市街地開発事業に関する主要な都市計画の決定の方針

・自然的環境の整備又は保全に関する都市計画の決定の方針

・防災に関する都市計画の決定の方針

都市計画区域の整備、開発及び保全の方針の構成３
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仙南広域の見直しの方針について

仙南広域都市計画区域の見直しの方針 素案１頁１

仙南広域の都市づくりについて、以下４点の視点により見直しを行う。

・優れた自然・歴史的資源の保全と、これらを活かした観光・地域間交流の促

進。【自然環境・景観の保全】

・恵まれた交通条件や地域資源を活かし、富県躍進の実現に向けた振興。

【富県宮城の実現】

・都市機能が集約した拠点を形成するとともに各拠点を連携するネットワークを

構築し、住民の快適な生活を維持する機能的な都市づくりの推進。

【コンパクト・プラス・ネットワークの推進】

・頻発化・激甚化する災害へのハード・ソフト両面からの対策強化。

【災害対策の強化】
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目標年次は「令和22年」

本方針の見直しに当たり、「都市づくりの基本理念」、「主要な都市計画の決

定の方針」については、令和２年を基準年に２０年後の令和２２年を想定する。

また、仙南広域都市計画区域の規模及び範囲、おおむねの人口規模は以下の

とおりである。

仙南広域都市計画区域の整備、開発及び保全の方針について

都市計画の目標１
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１ 基本的事項(人口の現況及び将来の見通し)素案2頁

市町名 規模

仙南広域
都市計画区

域

白石市、角田市、
蔵王町、大河原町、
村田町、柴田町、
川崎町、丸森町

128,831ha

令和2年 令和22年

139.6千人 114.9千人

表１ 都市計画区域の範囲及び規模

表２ 都市計画区域のおおむねの人口規模



2,349 2,359 2,484
2,762 2,279 2,794 2,892 3,088 

5,629 
6,038 6,276 6,453 6,636 7,017 

図１ 製造品出荷額等推計 (単位：億円) 図２ 年間商品販売額推計 (単位：億円)

仙南広域都市計画区域の整備、開発及び保全の方針について

都市計画の目標１
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１ 基本的事項(産業規模の現況及び将来の見通し) 素案3頁

製造品出荷額等(食品製造業と食品を除く製造業の合算)

平成２４年以降増加傾向であり、

目標年の令和２２年には、7,017億円

まで増加するものと推計している。

年間商品販売額（小売業と卸売業の合算）

令和３年に減少したものの、平成

１４年以降全体として増加傾向であり、

目標年の令和２２年には、3,088億円ま

で増加するものと推計している。

R2H27 R7 R12 R22 R3H26 R7 R12 R22

目標年

H24 H14

実績値 推計値 実績値 推計値

目標年

上位計画で定め
た県全体の年平
均増加率*が継続

仙南地区の実
績値*の趨勢
が継続

H19 H28

＊新・宮城の将来ビジョン実施計画で定めたR6目標値とH30実績値から算出 ＊小売業はH6からR3まで、卸売業はH14からR3までの実績値



将来像は「蔵王連峰に抱かれた地域資源を活かして、圏域内外の人と文化が交流

し、安心して住み続けられる広域生活圏の形成」

将来像の実現に向けた都市づくりの基本的な方向性は、以下の３点

Ⅰ.都市間の交流、資源の共有により、個性豊かな都市が連携する一体的な

都市圏づくり

Ⅱ.広域交通の利便性、美しい自然環境と歴史・文化を活かした魅力ある

産業地づくり

Ⅲ.災害に強く、生活サービス機能が集約した、安全で質の高い暮らしや

すい生活空間づくり

都市計画の目標１
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２ 都市づくりの基本理念 素案4頁～

仙南広域都市計画区域の整備、開発及び保全の方針について



見直しスケジュールについて
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R7.10
住民
説明会

都市計画変更
の素案につい
て、説明会を
開催する。

R7.11
国との
事前協議

国との本協議
に先立ち、事
前協議を行い、
変更内容に概
ね了解を得る。

R8.2
案の縦覧

都市計画変更
案について２
週間公衆の縦
覧に供し、意
見書の提出を
受付ける。

R8.3
県都計審
付議

県都市計画審
議会に、正式
に付議する。

R8.4
国との
本協議

国との本協議
を行い、都市
計画変更案に
ついて最終的
な同意を受け
る。

R8.6
告示

県公報による
告示を行い、
以降、都市計
画変更の効力
が発揮される。

step1 step2 step4 step5 step6 step7

R7.12
県都計審
報告

次回都市計画
審議会の付議
案件として、
事前に説明を
行う。

step3

◆仙南４会場で開催
➀R7.10.20
角田市役所

②R7.10.22
白石市防災センター

③R7.10.24
大河原町役場

④R7.10.27
蔵王町ふるさと文化会館

◆国事前協議書提出
R7.11.26

（回答：R8.1.下旬予定）

◆R7.12.19


